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監査委員公表第568号

包括外部監査人の報告書により公表した包括外部監査人による監査結果に基づき講じた措置について、大分県知事及び大分県教育委員会委員長から通知

があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成27年１月13日

大分県監査委員 米 濵 光 郎

大分県監査委員 栁 井 貞 美

大分県監査委員 吉 冨 幸 吉

大分県監査委員 河 野 成 司

○ 措置状況の概要
１ 平成25年度包括外部監査結果（平26.３.31公表）に対する措置状況
(1) 監査テーマ：「県税の賦課・徴収に係る財務事務の執行について」
(2) 概 要

項 目 監査の結果及び意見
措置の内容（件数）

（件数） 対応済 対応困難 検討中

第１．個人県民税
結 果 －

意 見 ６ ５ １

第２．県民税利子割
結 果 １ １

意 見 ３ ３

第３．県民税配当割及び株式等譲渡所得割
結 果 －

意 見 １ １

第４．個人事業税
結 果 １ １

意 見 ３ ３

第５．法人二税（法人県民税及び法人事業税）
結 果 ４ ４

意 見 10 ９ １

第６．不動産取得税
結 果 １ １

意 見 ２ １ １

第７．自動車取得税
結 果 －

意 見 －

第８．自動車税
結 果 ２ ２

意 見 ２ ２

第９．軽油引取税
結 果 ３ ３
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意 見 ２ １ １

第10．ゴルフ場利用税
結 果 １ １

意 見 １ １

第11．産業廃棄物税
結 果 －

意 見 ２ ２

第12．鉱区税
結 果 －

意 見 １ １

第13．狩猟税
結 果 －

意 見 －

第14．組織体制、人材育成及び徴税費
結 果 ２ ４

意 見 ９ 10 １

第15．徴収管理
結 果 ４ ４

意 見 ５ ５

第16．税務システム
結 果 －

意 見 ３ ３

結 果 19 21

（件数合計） 意 見 50 47 ５

合計 69 68 ５

＊「監査の結果及び意見」の件数と「措置の内容」の件数が異なるのは、「監査の結果及び意見」に対して複数の部局がそれぞれ措置を講じたものがあるため。

２ 平成24年度包括外部監査結果（平25.３.29公表）に対する措置状況
(1) 監査テーマ：「大分県における資産・負債に係る財務事務の執行及び管理等について」
(2) 概 要

平成25年度に監査委員あてに通知された措置状況のうち「検討中」となっていた５件について再度通知があった。
・「対応済」３件、「検討中」２件

３ 平成23年度包括外部監査結果（平24.３.30公表）に対する措置状況
(1) 監査テーマ：「大分県における補助金等について」
(2) 概 要

平成25年度に監査委員あてに通知された措置状況のうち「検討中」となっていた５件について再度通知があった。
・「対応済」３件、「検討中」７件
＊件数の合計が異なるのは、「検討中」となっていた５件のうち２件を更に７件に分け、合計10件として措置したため。

４ 平成22年度包括外部監査結果（平23.３.31公表）に対する措置状況
(1) 監査テーマ：「大分県における外郭団体の事業運営とこれに対するモニタリング及び統制」
(2) 概 要

平成25年度に監査委員あてに通知された措置状況のうち「検討中」となっていた１件について再度通知があった。
・「対応困難」１件



- 3 -

平成26年３月31日付けで公表した監査の結果に対する措置の状況

（監査テーマ：県税の賦課・徴収に係る財務事務の執行について）

項 目 監査の結果及び意見 措 置 の 内 容 備 考

第１．個人県民税 【意見１－１】
(1)県内に事務所、家屋敷又は事業所を有する個人で 個人県民税の賦課徴収は全面的に市町村に委任さ 報告書24ページ
その家屋敷等の所在する市町村内に住所を有しな れており、県が独自に家屋敷課税の対象者を捕捉す （総務部）
い者の均等割課税について ることはないものの、地方税法では、県は、市町村
市町村が家屋敷課税の公平性や網羅性をどのよ が行う個人県民税の賦課徴収に関する事務の執行に

うに担保しているかという点に関して、各県税事 ついて、必要な援助を行うよう定めている。今回の
務所ではその方法等に関する十分な把握を行って 意見を踏まえて、具体的な捕捉の方法や問題点等に
いないため、市町村への事務調査時などを通じて 関する情報を全市町村で共有するため、市町村に対
コミュニケーションを改善し、市町村が家屋敷課 して家屋敷課税の捕捉に関する具体的な手順等を照
税に関する事務取組をどのように行っているかを 会し、その情報を各市町村・県税事務所に提供した。
把握し、必要に応じて事務改善の協議や提案を積 今後は市町村への事務調査や会議などの機会を捉
極的に行っていくことが望ましい。 え、必要に応じて協議等を行うこととする。

【対応済】

【意見１－２】
(2)個人県民税未消し一覧表や払込額エラーリストの 適正処理と事務の明瞭性の向上を図るため、エラ 報告書25ページ
事務の運用について ーリストが出力された場合は、いつ、誰が、どのよ （総務部）
個人県民税未消し一覧表や払込額エラーリスト うに処理したかの顛末を当該リストに記載したうえ

のデータは、修正処理や適切なフォローが必要と で一定期間保管するよう事務処理要領に定めた。
なるが、その事務をいつ誰がどのように処理した 【対応済】
かの顛末の証跡が十分とはいえず、歴史的な事実
としての記録を残して挙証できる運用方法にする
ことが望ましい。また、これらの帳票は最終的に
「保管」文書とすることが適切と考えられるため、
事務処理要領を改訂したうえで、適切に編てつ保
存することが望ましい。

【意見１－３】
(3)簿冊の年度別編てつ（ファイリング）方法につい 簿冊の編てつ（ファイリング）方法は、出納整理 報告書26ページ
て 期間を含む当該決算年度分を一綴りとして編てつす （総務部）
簿冊の年度別編てつ（ファイリング）方法は、 るよう事務処理要領に定めた。

それぞれの年度分の簿冊について、その出納整理 【対応済】
期間を含む当該決算年度分を一綴りとして編てつ
する方法とすることが望ましい。

【意見１－４】
(4)個人県民税の不納欠損処分について 定期的な報告書への個別明細書の添付は、市町村 報告書26ページ
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条例施行規則で定められた市町村からの「個人 職員の事務負担の増大につながることから一律には （総務部）
県民税に係る徴収金の徴収状況等報告書」に添付 義務づけないが、個人県民税の賦課徴収に関し県税
すべき書類については明文の定めがないため、実 事務所が実施する事務調査において、市町村に保存
際に入手している書類は市町村ごとには統一され されている決議書を閲覧するなど、必要に応じ不納
ておらず、ばらつきがある。当該報告書に添付さ 欠損処分に至った徴収プロセスや不納欠損処分判断
れる書類は統一されることが望ましい。また、徴 の確認を行うように、事務処理要領を改正した。
収プロセスや不納欠損処分判断の確認や情報の共 今後とも、不納欠損処分をはじめとする各種情報
有化を通じて、連携した徴収管理に資するため、 の共有を通じ、県と市町村との連携した徴収管理に
当該報告書に添付される書類には、不納欠損処分 努めることとしている。
事由を明記した個別明細書を入手しレビューする 【対応済】
ことが望ましい。

【意見１－５】
(5)市町村との連携強化の取組みについて 特別徴収を推進することが県民の利便性・徴収の 報告書28ページ

個人県民税特別徴収のより一層の徹底を図るた 効率性の向上につながることから、実際に個人県民 （総務部）
め、連絡会議などを通じて市町村と連携を強化し、税の事務を行っている市町村との連携を強化する必
個人県民税の特別徴収制度を十分に浸透させてい 要がある。
くことが必要である。 平成24年度に県と全市町村とで「個人住民税特別

徴収適正実施推進プラン」を策定し、対象事業所へ
の個別訪問や各種メディアを利用した啓発・広報を
実施したうえで、平成26年度の課税にあたり、各市
町村において特別徴収義務者の指定を積極的に行っ
た。
その結果、特別徴収されている給与所得者の割合

が78％と、前年度比で９ポイントの上昇となり、そ
の成果も現れているところである。今後も引き続き
市町村と連携して、特別徴収の推進に取り組んでい
く。
【対応済】

【意見１－６】
(6)個人県民税徴収取扱費の会計処理方法について 徴収取扱費は、市町村長から年４回提出される計 報告書28ページ

個人県民税の歳入の年度別帰属と、それに対応 算書に基づき支払いを行っているが、１月から３月 （総務部）
した対象月分の個人県民税徴収取扱費の年度別の 分の実績の提出が４月になることから、その期間の
歳出帰属年度は一致していることが望ましい。 支払いについては、翌年度の会計年度に帰属してい

る。年度末までの実績に基づき取扱費を算定する性
質上、年度を越えた支払いが生じるのはやむをえな
いものである。支払い回数を年12回に増やすことで
翌年度への影響額を少なくする方法もあるが、県と
市町村双方の事務処理が現行の３倍と煩雑になるこ
とから、現在の方法を継続する。
【対応困難】

第２．県民税利子割 【結果２－１】
(1)誤った記載の県民税利子割納入申告書のエラー未 事務処理要領では、申告エラーリストが出力され 報告書31ページ
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修正について た場合はその内容を特別徴収義務者に照会し、支払 （総務部）
県民税利子割納入申告書との突合を実施したう 額等の税額以外の誤りであれば申告書を訂正し、税

ち、平成24年９月分平成24年10月10日申告分につ 額の誤りであれば申告書の再提出・追加申告などを
いて、懸賞金付預貯金等支払額144,000円、利子 求めて、エラー修正を行うこととしている。
割額9,000円で逆算税率が6.25％（本来の税率は 今回の修正漏れは、処理が担当者任せになってい
５％）となる誤った申告書が提出されていた。 たため発生したものであることから、エラーリスト
当該申告書は、本来記入すべき懸賞金付預貯金 が出力された場合は、修正処理の要否、理由、修正

等支払額180,000円の５％の9,000円が利子割額と 内容等の顛末を当該リストに記載のうえ副任の確認
して記入されており、税額そのものに影響を与え を取るよう事務処理要領に定め、二重のチェックを
るものではなかったが、懸賞金付預貯金等支払額 徹底することとした。
は144,000円のままで正当な懸賞金付預貯金等支 【対応済】
払額に修正されないまま登録されていた。

【意見２－１】
(1)県民税利子割エラーリストと顛末処理について 明瞭性の観点から、エラーリストが出力された場 報告書31ページ

エラーリストが出力された事案については、明 合は修正処理の要否、理由、修正内容等の顛末を当 （総務部）
瞭性の観点から、修正処理の要否、その理由、必 該リストに記載のうえ副任の確認を取るよう事務処
要な場合は修正の内容等の顛末をエラーリストに 理要領に定め、二重のチェックを徹底することとし
付記しておくことが望ましいが、各県税事務所と た。
もに記載されていないケースが散見されるため、 【対応済】
迅速かつ確実にエラーの顛末を記載しておくこと
が望ましい。

【意見２－２】
(2)特別徴収義務者からの納入申告書の記載内容につ 明瞭性の観点から、定型的でない追加申告や特殊 報告書33ページ
いて な摘要記載のある場合は、特別徴収義務者への問合 （総務部）
定型的でない追加申告や特殊な摘要記載のある せ等によってその理由や記載事項の詳細を明らかに

納入申告書について、それらの事由を十分に追跡 したうえで、その顛末を申告書余白に記載するよう
確認することなく調定入力している事例が見受け 事務処理要領に定めた。
られたが、追加申告の理由が明確でないものや特 【対応済】
殊な摘要記載のある場合には、その事由を明確に
し、顛末を明示しておくことが望ましい。

【意見２－３】
(3)利子割の税務署調査について 利子割に関する税務署調査は定期的に実施するこ 報告書33ページ

利子割の申告内容の適正性の確認のため、法人 とが望ましいが、事務処理要領では税務署調査の頻 （総務部）
二税のみならず利子割に関する税務署調査を概ね 度までは定めていなかったことから、 今後は原則
年に１回実施するなど定期的に実施することが望 として年１回、税務署調査を実施するよう事務処理
ましい。 要領に定めた。

【対応済】

第３．県民税配当割及び 【意見３－１】
株式等譲渡所得割 (1)税務統計書の記載方法について 税務統計書に税額の算定基礎となる課税純支払額 報告書36ページ

税務統計書に記載される金額等の算定基礎とな も記載するよう様式を改正した。 （総務部）
る数値は可能な限り明記するなどし、統計書の明 【対応済】
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瞭化に努めるべきである。

第４．個人事業税 【結果４－１】
(1)課税漏れ対象者の判明について 今回の課税漏れは、当県の収集済みの課税資料と 報告書42ページ

大分県税事務所における監査で、課税の網羅性 税務署から入手した課税候補者リストとの突合作業 （総務部）
が確保されず、本来課税対象とすべきだが課税資 を、担当者一人で行ったため発生したものであるこ
料を収集できていなかった者について、失格者（課 とから、課税漏れの有無を突合チェックする際は、
税対象外）として判定済みであると誤認してしま 二重のチェックを徹底した。
い、課税漏れとなっていた対象者がいることが判 また、突合作業を確実に効率的に行うため、税務
明した。 署から入手した課税候補者データと県税総合情報管

理システムの入力データを突合処理し、再調査対象
者情報を出力するよう、システムの改修を行った。
なお、再調査対象者情報の確認と二重チェックの

徹底を事務処理要領に定めた。
【対応済】

【意見４－１】
(1)確定申告書の収集事務の効率化について 国税電子申告・納税システム（e-Tax）の普及及 報告書43ページ

今後も税務署と連携して「国税電子申告・納税 び定着は、個人事業税賦課資料の収集の効率化に繋 （総務部）
システム（e-Tax）」の利用を強く推奨すべきであ がるものでもあることから、今後も県のホームペー
る。 ジや広報誌への掲載などを通じて普及に努めること

とする。
【対応済】

【意見４－２】
(2)実地調査について 個人事業税について、事業者・関与税理士に対す 報告書44ページ

個人事業税についても、法人と同様に、必要に る電話・文書照会等だけでは内容確認が充分にでき （総務部）
応じて実地調査を行うことが望まれる。 ない場合や疑義が残る場合は、これまでも必要に応

じて実地調査を実施してきたところであるが、事務
処理要領には記載されていなかったことから、必要
に応じた実地調査の実施を事務処理要領に定めた。
【対応済】

【意見４－３】
(3)課税対象事業について 既に、全国知事会を通じて、課税対象業種の限定 報告書44ページ

課税の公平性の観点から、法において、課税対 列挙方式の見直しを含め、課税の仕組みを抜本的に （総務部）
象業種を限定列挙するのではなく、課税対象外の 検討するよう国に提案している。
業種を限定列挙すべく、改正を国に働きかけるこ 【対応済】
とが望まれる。

第５．法人二税（法人県 【結果５－１】
民税及び法人事業 (1)特定非営利活動法人等から法定期限後に提出され 収益事業を行わない一部の公益法人は、地方税法 報告書57ページ
税） た県民税免除申請書の取扱いについて の規定により法人県民税均等割を課することができ （総務部）

条例第34条の２に基づき、特定非営利活動法人 ない。特定非営利活動法人等は、法人県民税均等割
（ＮＰＯ法人）等が収益事業を行っていない場合 を課することができない法人には該当しないが、公
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で、かつ県民税免除申請書が法定申告期限の７日 益性の観点及び地方税法の規定との均衡から、条例
前までに提出された場合には、県民税の均等割を で法人県民税均等割を免除することとしたものであ
免除することができる。 る。したがって、法定申告期限の７日前までに免除
各県税事務所において、申告期限の７日前まで 申請書が提出されていない場合でも、収益事業を行

に提出されていない申請書が散見されるが、それ わないことが確認された場合には、法人県民税均等
らを有効な申請書として取り扱ったうえで均等割 割を免除するのが従来の取扱いであった。
免除しており、条例の規定に従った処理とはいえ 今回の指摘を踏まえて、本年度は対象法人に対し
ない。 て期限内申請を促す文書を送付するとともに、申請

期限の直前に個別に電話連絡することで周知徹底を
図ったところである。今後も引き続き対象法人に期
限内申請を周知徹底し、事務処理の適正化を進めて
いくこととする。
【対応済】

【結果５－２】
(2)農事組合法人の申告添付書類について 農事組合法人については、これまで確定申告の時 報告書59ページ

農事組合法人は、「一定の農事組合法人に係る 期に合わせて申告書に添付すべき書類等を記載した （総務部）
法人の事業税の課税標準の算定等について」（H23. 文書及び添付書類の様式等を法人に送付して周知を
３.31税第1874号 各県税事務所長あて 総務部長 図るとともに、未提出の添付書類がある法人につい
通知）により、申告書に所定の書類を添付するこ ては電話連絡や文書催告により早期の提出を指導し
とが要求されているが、大分県税事務所及び佐伯 てきたところである。
県税事務所においてサンプル対象とした法人につ 今回の指摘を踏まえて、申告添付書類の提出状況
いて、添付書類の一部が確認できなかった。 を管理するため、各県税事務所において、添付書類

未提出法人一覧表を作成し、提出漏れ防止の対策を
講じた。
【対応済】

【結果５－３】
(3)鉱物掘採事業法人の申告添付書類について 鉱物掘採事業法人については、これまで確定申告 報告書59ページ

鉱物掘採事業法人は、「鉱物掘採事業を行う法 の時期に合わせて申告書に添付すべき書類等を記載 （総務部）
人に係る法人の事業税の取扱いについて」（S56. した文書及び添付書類の様式等を法人に送付して周
12.25 税第555号 各県税事務所長あて 総務部長 知を図るとともに、未提出の添付書類がある法人に
通知）により、申告書に所定の書類を添付するこ ついては電話連絡や文書催告により早期の提出を指
とが要求されているが、大分県税事務所において 導してきたところである。
添付書類が確認できなかった対象法人があった。 今回の指摘を踏まえて、申告添付書類の提出状況

を管理するため、各県税事務所において、添付書類
未提出法人一覧表を作成し、提出漏れ防止の対策を
講じた。
【対応済】

【結果５－４】
(4)欠損金額等の控除明細書の添付について 欠損金額等の控除明細書については、これまで確 報告書60ページ

「欠損金額等の控除明細書」（施行規則第６号 定申告の時期に合わせて様式を法人に対して送付し （総務部）
様式別表９）は対象事業年度において欠損金額等 ており、当該控除明細書を提出していない法人につ
がある場合に必要な申告書の一部であるが、大分 いては電話連絡や文書催告により早期の提出を指導
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県税事務所においてサンプル対象とした法人のう してきたところである。
ち、１法人において、同別表の添付が確認できな 今回の指摘を踏まえて、申告添付書類の提出状況
かった。 を管理するため、各県税事務所において、添付書類

未提出法人一覧表を作成し、提出漏れ防止の対策を
講じた。
【対応済】

【意見５－１】
(1)納税義務者の捕捉について
①納税義務者の捕捉の調査方法は、県税事務所ごと ①各県税事務所で実施されている調査方法を定例的 報告書60ページ
に実施内容にばらつきがあるため、調査内容ごと （月次、年次）に実施するもの、必要に応じて随 （総務部）
に実施の時系列サイクルを包括的に明示するとと 時に実施するもの、複数年度にわたって実施する
もに、年度横断的な捕捉ローテーション計画実績 ものなど時系列に区分して明示するとともに、複
表を作成して効果的かつ効率的な捕捉に努めるこ 数年度にわたる調査については、計画と実績を税
とが望ましい。 務課に報告するよう事務処理要領に定めた。

【対応済】

②未登録法人の調査に当たっては、登記事項調査票 ②未登録法人の調査に当たっては、登記事項調査票 報告書61ページ
において、一連の顛末を一元的に記録管理するこ に法人設立（設置）届等関係書類の提出依頼から （総務部）
とが望ましい。 税務システムに法人の基本情報が登録されるまで

の一連の事務処理の顛末を記録することとし、未
登録法人調査の管理台帳として保管するよう事務
処理要領に定めた。
【対応済】

【意見５－２】
(2)不申告法人の調査と事務手続について 不申告法人の調査において把握した情報や事務処 報告書62ページ

不申告法人については、その一覧性のある帳票 理の顛末は、税務システムの法人基本情報のメモ欄 （総務部）
に対して、網羅的にフォローしたことの顛末を明 に入力し、税務システムにおいて一元管理する方法
示する手続により、全庁的に統一した方法により に統一するよう事務処理要領に定めた。
運用することが望ましい。 【対応済】

【意見５－３】
(3)自主決定法人の調査について
①医療法人の調査 ①介護事業等の自由診療がある医療法人の調査につ 報告書63ページ
医療法人のうち、特に介護事業等の自由診療収 いては、効率的な調査実施が図れるよう、まず申 （総務部）

入がある法人については、未だ調査が実施されて 告書を作成する際の積算資料等関係書類の提出を
いない法人も見受けられることから、早期に調査 求めて机上調査を行い、その結果申告内容に疑義
実施の推進を行っていくように必要な措置を実施 が生じたものから、実地調査を行うよう事務処理
することが必要である。 要領に定めた。

【対応済】

②農事組合法人の調査 ②農事組合法人については申告書及び添付書類等か 報告書64ページ
農事組合法人については、申告内容と添付書類 ら申告内容を精査し、その結果、実地による確認 （総務部）

を十分に吟味したうえで実地調査の是非や実地に が必要となる案件については、実地調査を行うよ



- 9 -

よる確認を行うことが望ましい。 う事務処理要領に定めた。
【対応済】

③鉱物掘採事業法人の調査 ③鉱物掘採事業法人については申告書及び添付書類 報告書64ページ
鉱物掘採事業法人については、事業税が非課税 等から申告内容を精査し、その結果、実地による （総務部）
となる掘採事業と課税事業との間の損益等の振り 確認が必要となる案件については、実地調査を行
分けいかんにより計数が大きく変動するため、実 うよう事務処理要領に定めた。
地調査を行ったうえで是認判断を合理的に行うこ 【対応済】
とが望ましい。

【意見５－４】
(4)外形標準課税法人調査について 外形標準課税対象法人の調査において指摘事項が 報告書65ページ

外形標準課税法人調査は、事後的に指摘事項の あった法人については、調査日以後、最初の確定申 （総務部）
是正措置状況を確認する手続などを行ったうえ 告書提出時に当該指摘事項の是正状況を確認するこ
で、実地調査が必要と認められた法人について計 とができる資料の提出を求め、当該指摘事項が是正
画的に調査を実施することが望ましい。 され適正な申告が行われていることを確認するよう

事務処理要領に定めた。
【対応済】

【意見５－５】
(5)欠損金額等の控除明細書データのシステム管理に 外形標準課税法人を除く自主決定法人の欠損金 報告書66ページ
ついて は、法人税の申告データとは一致しないことから、 （総務部）
法人の欠損金について、現行のシステムでは総 前年度の控除明細書等を取り出し、欠損金の繰越期

額のみで年度別の管理を行っておらず、欠損金の 限等を手作業で確認している。この作業は、年間
繰越期限については、過去の控除明細書から手作 200件程度と見込まれるが、システム開発に要する
業で確認する必要があるため、年度別の欠損金を 経費が手作業で確認する場合に要する推定年間人件
効率的に管理するために必要なシステム上の手当 費を大きく上回ることから、システム開発は見送る
を検討することが望ましい。 こととする。ただし、申告書の編綴・保管について

は対象法人ごとに行う方法に統一し、当該法人の過
去に提出した申告書類を探し出す時間の短縮を図る
こととしたい。
【対応困難】

【意見５－６】
(6)事務処理要領及び帳票の改訂について 今回の監査人意見を踏まえて検証した結果、各県 報告書66ページ

事務処理要領及びその様式を定めた帳票一覧の 税事務所において行われている実務の内容と事務処 （総務部）
うち、現在使用されていない帳票も見受けられる 理要領に規定されている内容とが乖離しているもの
ため、網羅的に検証したうえで改定施行すること や実務上使用されていない様式がみられたため、事
が望ましい。 務処理要領及び帳票一覧に記載されている様式につ

いて改定施行した。
【対応済】

【意見５－７】
(7)太陽光発電事業を行う法人に対する収入金課税制 太陽光発電事業など電気供給業を行う法人に係る 報告書67ページ
度等の周知について 法人事業税は、一般的な法人に対する所得課税と異 （総務部）
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太陽光発電事業の収入割課税を周知するための なり、各事業年度における収入金額を基準に税額を
啓発活動を積極的に実施することが望ましい。 算定する収入割課税となる。

近年、太陽光発電事業を実施する法人が増加した
ことから、収入金課税制度の内容及び申告を行う際
の留意点等を県のホームページに掲載し、当該事業
を実施する法人に対して周知を図った。
【対応済】

第６．不動産取得税 【結果６－１】
(1)申告書の提出及び提出期限について 申告書の提出を期限内に行ってもらうため、県の 報告書73ページ

条例第36条の６で、不動産の取得者に対して取 ホームページに申告啓発のお知らせを掲載するとと （総務部）
得日から60日以内の申告書の提出を義務付けてい もに、一般社団法人大分県宅地建物取引業協会を通
るにも関わらず、承継取得の場合、申告書の提出 じて申告啓発への協力を取引業者に文書依頼し、制
が守られていない。また、原始取得の場合も、一 度の周知・広報を図った。
部において、60日以内という提出期限が守られて 【対応済】
いない。

【意見６－１】
(1)家屋評価事務の民間への委託について 固定資産の評価は、公権力の行使である固定資産 報告書75ページ

家屋評価事務について、専門的能力を有する民 税・不動産取得税の賦課決定処分と一体をなす事務 （総務部）
間への委託を検討することが望まれる。 であることから、民間委託が可能なのは評価に関す

る補助的な事務に限られており、本県の場合は、「家
屋の資材を判別するための資料作成」を民間委託す
ることが考えられる。資材の判別に関しては、設計
図書及び見積書を基に比較的容易に特定できるこ
と、近年は評価件数も減り特定に迷う資材を使う家
屋もあまりないことから、現状では、税務課が実施
する実務研修及び職場でのＯＪＴに加えて、一般財
団法人資産評価システム研究センター発行の参考文
献の活用などにより、そのノウハウを蓄積・承継で
きていると考えている。
ただし、今後の評価件数の推移や資材の利用状況

等については、注視していきたい。
【対応困難】

【意見６－２】
(2)原始家屋入力確認リストの確認欄への押印の有無 入力内容の複数人による確認は、ミスの未然防止 報告書76ページ
について のために重要なものである。これまでも複数人によ （総務部）
原始家屋入力確認リストの確認欄への押印につ る確認を怠っていたわけではないが、確認印の押印

いて、事務処理の統一が望まれる。 が徹底されていない面があったことから、確認欄へ
の押印を徹底するとともに、原始家屋入力確認リス
トも含め、確認欄のある全ての出力帳票について、
担当と班総括の２名で確認のうえ押印するよう事務
処理要領を改正した。
【対応済】
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第８．自動車税 【結果８－１】
(1)自動車税・自動車取得税申告書（報告書）の押印 申告書はディーラーが本人に代わって持ち込むこ 報告書85ページ
について とが多いため、日本自動車販売協会連合会大分県支 （総務部）
「自動車税・自動車取得税申告書（報告書）」（施 部の会議において各ディーラーに押印の周知を依頼
行規則第16号の９様式）の記載事項のうち、納税 するとともに、自動車販売店協会（会員21法人、準
（申告・報告）義務者の欄については、同様式の 会員10法人）や中古自動車販売協会（会員123法人）、
記載要領において、「『氏名又は名称』の欄の右端 行政書士会（会員293名）、登録代行センター等に対
の『印』位置に、必ず押印すること。」と定めら しても押印の周知を文書で依頼し、取扱いの周知を
れているにも関わらず、押印のないまま受理され 図った。
ているものが複数発見された。 【対応済】

【結果８－２】
(2)自動車税納税通知書の返戻処理について 現在、返戻された納税通知書については、自動車 報告書86ページ

「自動車税納税通知書」の返戻処理については、税システムから出力される帳票に、住所等の情報を （総務部）
実際には、「自動車税システム」により行ってい 記録することにより管理している。これらの情報は、
るにも関わらず、事務処理要領においては「返戻 納税義務者の事情に応じ、急を要する場合は職員に
分の個別管理は、『納通返戻管理システム』によ よる直接入力、それ以外の場合は外部委託による方
り行うこととする」といった定めとなっており、 法で自動車税システムに取り込み、納税通知書を再
規定の表記と実際に使用しているシステムが合っ 送付している。
ていない状態となっている。 この仕組みは、状況に応じ柔軟な対応ができるも

のであることから、現行実務において採用されてお
り、今回、その実態にあわせて事務処理要領を改正
した。
【対応済】

【意見８－１】
(1)自動車税に関する減免等の処理手続について 転居先の住所が特定できない場合や電話・文書照 報告書86ページ

自動車税に関する減免等の処理手続について、 会で生存確認ができない場合等は、これまでも必要 （総務部）
書面による調査回答だけでなく、減免対象者の個 に応じて減免要件の実地調査を実施してきたところ
別訪問などにより、減免要件を引続き満たしてい であるが、事務処理要領には記載されていなかった
るかどうかの確認を行うことも有効であると考え ことから、必要に応じた実地調査の実施を事務処理
られる。 要領に定め、適正に処理することとした。

【対応済】

【意見８－２】
(2)クレジットカードによる納付について クレジットカード納税は、自動車税の納付手段の 報告書87ページ

自動車税の納期内納付改善の手段として、クレ 多様化として納税者の利便性の向上につながり、納 （総務部）
ジットカードによる納付の導入についての検討が 期内納付を促す手段としても効果が期待できること
強く望まれる。 から、平成28年度からの導入に向けて準備を進めた

い。
【対応済】

第９．軽油引取税 【結果９－１】
(1)特別徴収義務者等に対する調査計画について 近年、不正軽油事案は発生していないことに加え 報告書94ページ
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調査対象者の選定基準については、事務処理要 て、特約業者は、都道府県の指定を受けた者で一定 （総務部）
領で、県内に事務所又は事業所を有する特約業者 の信用性は担保されており、不正軽油を製造するお
に対する抜取調査は年１回、指導調査は３年一巡 それは低いと考えられることから、選定基準を見直
実施といった定めがあるが、必ずしも県全体とし し、特約業者への抜取調査は最低２年に１回実施す
て事務処理要領が遵守されていない。 るよう事務処理要領を改正した。

【対応済】

【結果９－２】
(2)特別徴収義務者等に対する調査方法について 事務処理要領どおりの調査を徹底するため、調査 報告書95ページ

特別徴収義務者等に関する軽油の帳簿記録の確 項目と内容のチェックリストを作成し、調査漏れが （総務部）
認は毎月行われていたが、調査時点における在庫 ないことを担当者が確認したうえで実地調査を終え
の確認が十分に実施されていなかった。 るようにするとともに、帰庁後には再度、上司がチ
また、軽油周辺油種（Ａ重油・灯油）について ェックリストを確認する取扱いとした。また、さら

も棚卸差異が大きい状況であったが、追加調査が なる調査能力の向上を図るため、今後は調査事務に
行われておらず、差異の原因究明も不十分であっ 特化した実務担当者研修を定期的に実施することと
た。 した。（平成26年度は６月25日に実施した。）

【対応済】

【結果９－３】
(2)特別徴収義務者等に対する調査方法について 事務処理要領どおりの調査を徹底するため、調査 報告書95ページ

石油製品販売業者に対して抜取調査及び指導調 項目と内容のチェックリストを作成し、調査漏れが （総務部）
査が実施されているが、帳簿記録の確認が実施さ ないことを担当者が確認したうえで実地調査を終え
れた形跡がない、又は、在庫関連の調査が不十分 るようにするとともに、帰庁後には再度、上司がチ
であると考えられるものが発見された。 ェックリストを確認する取扱いとした。また、さら

なる調査能力の向上を図るため、今後は調査事務に
特化した実務担当者研修を定期的に実施することと
した。（平成26年度は６月25日に実施した。）
【対応済】

【意見９－１】
(1)免税証の保管方法について 免税証が一種の金券であることを踏まえると、免 報告書96ページ

免税証は一種の金券であることを踏まえると、 税証の管理責任の明確化や定期的な棚卸しの実施と （総務部）
免税証保管場所の管理責任者の明確化及び定期的 いった管理強化が必要であることから、管理責任者
な棚卸しの実施といった管理強化が必要と考える。を指定して鍵つき保管庫に免税証を保管するととも

に、毎月月末に免税証の棚卸しを実施するよう事務
処理要領に定めた。
【対応済】

【意見９－２】
(2)報償金について 軽油引取税の特別徴収義務者には、 軽油の仕入 報告書96ページ

特別徴収義務者に対する報償金は、軽油引取税 れ・払出し・在庫数量に関する月次報告書の作成管 （総務部）
納入のインセンティブにしては多額と考えられる 理に加え、売掛金の回収に経費がかかる等、他の税
ため、不申告、過少申告、納期限内の納入を怠っ 目の特別徴収義務者に比べ多大な労務や経費が生じ
た特別徴収義務者に対しては、当該事績のあった ていることから、報償金にはその一部を支弁すると
年度以降の交付率を引き下げるなどの対応の検討 いう趣旨がある。また、不申告・過少申告に対して
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が望まれる。 は、ペナルティとして不申告・過少申告加算金及び
延滞金のほか、仮装隠ぺいの事実があれば、重加算
金も課されることとなっている。
以上のことから、不申告･過少申告を理由に報償

金の交付率引下げなどの更なるペナルティを課すこ
とは不要と考えている。
【対応困難】

第10．ゴルフ場利用税 【結果10－１】
(1)ゴルフ場への実地調査について 実地調査の定期的な実施については、地方税法で 報告書104ページ

各県税事務所は、所管のゴルフ場について、申 義務づけられているものではなく、事務処理要領に （総務部）
告書に記載している人数、料率、税額が正しく申 おいても実地調査の頻度までは定められていなかっ
告されているかどうか調査するため、実地調査を た。
行う必要がある。しかし、５年以上実地調査をし しかしながら、県税条例では、ゴルフ場利用税に
ていないゴルフ場が１施設発見された。 係る帳簿の保存義務が５年と定められていることか

ら、最低でも５年に１回は全てのゴルフ場の調査を
行うよう、事務処理要領を改正した。
なお、今回指摘のあったゴルフ場に係るゴルフ場

利用税は滞納となっており、納税交渉が継続してい
たことも影響して、５年以上実地調査が行われてい
なかったものであり、今回の指摘を受けて、当該ゴ
ルフ場の実地調査については平成26年３月に実施済
みである。
【対応済】

【意見10－１】
(1)利用料金の改定について 特別徴収義務者から「利用料金変更届出書」が提 報告書104ページ

ゴルフ場利用者がゴルフ場へ支払うパック料金 出された際の当該利用料金変更の妥当性に関して、 （総務部）
等のうち利用料金（グリーンフィー及び付帯費） 一部に検証が不十分なものが見受けられたことか
に応じて、ゴルフ場利用税の税率が設定される。 ら、他のゴルフ場利用料金等との比較等による検証
このため、パック料金等の総額は変更しなくとも を確実に行うこととした。
利用料金を低く申告すれば、ゴルフ場は税率を抑 【対応済】
えることが可能となる。
利用料金が改定された場合、ゴルフ場の運営会

社等（特別徴収義務者）から「利用料金変更届出
書」が提出される。県税事務所では、当該「利用
料金変更届出書」の内容をゴルフ場のホームペー
ジ等で確認している。しかし、当該利用料金の変
更が妥当なものかどうかの検証はしていない。利
用料金の減額が申請された場合、利用料金が著し
く減少していないか、他のゴルフ場と比較して著
しく低くないか等を検証することが望ましい。

第11．産業廃棄物税 【意見11－１】
(1)特別徴収義務者等に対する調査結果のモニタリン 産業廃棄物税に係る調査計画と実績について税務 報告書110ページ
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グについて 課に報告するよう事務処理要領に定め、計画と実績 （総務部）
課税の公平性を確保するためには、産業廃棄物 を比較したモニタリングを実施することとした。な

税についても、事務処理要領に経過報告書の作成 お、調査継続中のものについても、実績に含めて報
や税務課への報告規定を織り込み、計画と実績を 告させることとした。
比較したうえで適切なモニタリングを実施するこ 【対応済】
とが望まれる。

【意見11－２】
(2)申告額が０円の特別徴収義務者等に対する調査実 申告額０円の特別徴収義務者については、法人税 報告書110ページ
施について の申告内容や廃棄物の処理及び清掃に関する法律に （総務部）
直近数年間で申告額が０円の特別徴収義務者に 基づく産業廃棄物処分場状況等報告の内容を把握

対しては、調査が実施されていなかった。申告額 し、必要に応じた処分場の現地確認などにより課税
が０円であっても、その申告内容自体に問題がな 対象となる産業廃棄物搬入の有無を事前に調査した
いかどうかを検討する必要があるため、今後は、 うえで、疑義のある案件について、実地調査を実施
最低限、ローテーション計画に基づいた調査の実 するよう事務処理要領に定めた。
施が望まれる。 【対応済】

第12．鉱区税 【意見12－１】
(1)調定額及び徴税について これまで、課税資料の収集等については税務課で 報告書114ページ

税務課は、九州経済産業局にて鉱業原簿を閲覧 一括して実施したうえで、鉱区の所在地を管轄する （総務部）
することにより異動情報を把握し、税総システム 県税事務所が賦課徴収事務を行ってきた。鉱区税に
に当該情報を登録している。また、税務課は鉱区 ついては、調定件数や税額も小さく、かつ近年減少
台帳等を出力し、各県税事務所へ送付している。 傾向にあること等から、業務の効率化を図るため、
各県税事務所では、上記の鉱区台帳等をファイ 平成28年度から賦課徴収事務を大分県税事務所に集

リングし、調定額の決裁と納税通知書の発送等を 中化することとし、準備を進めたい。
行っているが、実質的に調定は税務課で行われて 【対応済】
いる。
鉱区税は平成21年度から減少傾向にあり、県税

の中で最も調定額が小さく、金額的に多額ではな
いことから、税務課や大分県税事務所が一括して
調定額の決裁等を行うことにより、県全体として
効率化が図られると考えられる。

第14．組織体制、人材育 【結果14－１】
成及び徴税費 (1)管理備品の表示と整備について 指摘を受けた所属においては、直ちに備品シール 報告書126ページ

サンプルで備品を実査したところ、現物と合致 の再貼付及び登録を行った。指摘を受けた所属以外 （総務部）
しない備品シールが貼付されている場合や、備品 の県税事務所でも現状を確認の上、同様の措置を行
管理システムに登載されていない備品があった。 った。

【対応済】

備品管理システム登録データの整備、備品シール （会計管理局）
の貼付については、定期的にその進捗状況の把握を
行い、整備が完了していない所属に対しては文書及
び電話による指導、物品実地検査による指摘を行っ
ている。特に備品数が多くデータ整備が遅れている
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所属に対しては、個別にデータ整備の方法を指導す
るとともに、計画的組織的に作業を進め、速やかに
データの整備、備品シールの貼付を完了するよう指
導を行った。
【対応済】

【結果14－２】
(2)備品管理システムへの移行について 指摘を受けて、直ちに備品管理システムの備品番 報告書127ページ

実地調査を行った３県税事務所のうち２県税事 号の表示に切り替えた。 （総務部）
務所で、平成24年４月に稼働開始した備品管理シ 【対応済】
ステムの「備品番号」の表示に切り替えられてお
らず、備品表示はなされているものの新備品管理 備品管理システム登録データの整備、備品シール （会計管理局）
システムに見合う現物の検証可能性、実在性、網 の貼付については、定期的にその進捗状況の把握を
羅性を確保できない状態であった。 行い、整備が完了していない所属に対しては文書及

び電話による指導、物品実地検査による指摘を行っ
ている。特に備品数が多くデータ整備が遅れている
所属に対しては、個別にデータ整備の方法を指導す
るとともに、計画的組織的に作業を進め、速やかに
データの整備、備品シールの貼付を完了するよう指
導を行った。
【対応済】

【意見14－１】
(1)備品のシール貼付と定期的実査について 備品管理システムから出力された備品シールを漏 報告書128ページ

実物の実在性と網羅性の確認のため、全ての備 れなく貼付した。 （総務部）
品に備品管理システムから出力された備品シール 【対応済】
を漏れなく貼付し、定期的な実査を実施すること
が望ましい。 システムから出力された備品シールの貼付、シス （会計管理局）

テム登録データと現物との定期的な照合・確認の実
施について、物品管理マニュアルに規定するととも
に、物品管理研修会や物品実地検査等によりその徹
底を指導した。
【対応済】

【意見14－２】
(2)備品管理システムの登録について 備品管理システムには、個別の備品情報を漏れな 報告書128ページ

備品管理システムには、個別の備品情報をでき く登録するとともに、消費税等の税込金額で登録す （総務部）
るだけ登載するとともに、登録情報の取得価格は、ることとした。
消費税等の税込金額で登録するように入力内容の 【対応済】
統一を図られたい。

備品管理システムに備品を登録する場合に入力す （会計管理局）
べき備品情報（取得価格は税込金額とすることを含
む。）を物品管理マニュアルに規定するとともに、
物品管理研修会や物品実地検査等によりその徹底を
指導した。
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【対応済】

【意見14－３】
(3)業務委託契約関係書類の編てつについて 参考情報書類については、担当課・室において業 報告書129ページ

一つの業務委託契約に関連する契約書等ファイ 務の参考として活用している実態もあることから、 （総務部）
ルには、その一覧性や事務の有効性及び効率性を その活用実態を確認したうえで、原本の別保管が必
高めるため、当該契約に関連する全ての実績集計 要な書類等については、写しを契約書等の支出関連
表や参考情報書類も一つのファイルに編てつする 書類と併せて１つのファイルに保管することとし
ことが望ましい。 た。

【対応済】

【意見14－４】
(4)委託業務契約における予定価格の基礎について 委託業務契約の単価設定に当たっては、過去の契 報告書129ページ

委託業務契約の中に、20年近く前の件数や単価 約実績に基づいた低い金額を採用しており、県とし （総務部）
を用いて予定価格を算出しているケースが見受け てはより有利な条件で契約を締結しているところで
られたが、直近年度の実績や現況に合わせて算出 あるが、今後は、実態を調査したうえ設計基礎の検
方法を見直すことが必要である。 証を行い、必要に応じて算出方法を見直すこととし

た。
【対応済】

【意見14－５】
(5)財団法人地方自治情報センターとの委託契約につ 財団法人地方自治情報センター（現：地方公共団 報告書130ページ
いて 体情報システム機構）との委託契約金額の決定に際 （総務部）
財団法人地方自治情報センターとの委託契約に しては、事業ごとに運営費総額の内訳が明示された

ついては、契約金額が硬直的な傾向が見られるこ 上で積算根拠も示されており、現状の委託金額は適
とから、委託金額の更なる削減の可能性を検討す 正なものと認識している。また、都道府県税務情報
るために、当該委託業務による情報の利用状況な 処理協議会の幹事会において、システムの活用状況
どの現況を客観的に分析して、委託契約金額の経 等に基づく委託金額の低減に向けた働きかけを行
済性や有効性の評価を継続して実施するととも い、委託金額の見直しが行われた実績もある。また、
に、都道府県税務情報処理協議会などを通じて積 更なる経費削減のため、平成26年度の都道府県税務
極的に意見を具申することが望ましい。 情報処理協議会の九州ブロック会議において、今後

の情報交換等を呼びかけたところである。今後も必
要に応じて、委託契約金額の適正化に向けた働きか
けを行っていく。
【対応済】

【意見14－６】
(6)委託契約における見積業者の見積額と入札金額に 予定価格算出に当たっては、より合理的な予定価 報告書131ページ
ついて 格を算出するために、業者からの見積情報以外にも、（総務部）
委託契約金額の予定価格の基礎を見積業者作成 過去の契約実績等を踏まえたものを参考にする等、

の見積書の金額とした委託契約につき、この見積 一層の工夫を図っていきたい。
業者が最終的に落札業者となったが、この落札金 【対応済】
額は見積金額よりもはるかに低い金額である事例
が見受けられた。このような契約においては、予
定価格の基礎として見積書をそのまま利用するの
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ではなく、契約実績等に基づいて合理的に予定価
格を算出されたい。

【意見14－７】
(7)消耗品の発注方法について 消耗品の発注について、所属内における発注頻度 報告書131ページ

同一内容の消耗品の発注を頻繁に行っている事 を含む需要状況の把握と情報共有を一層進め、計画 （総務部）
例が見受けられたが、一定期間内での発注頻度の 的に発注することとした。
増加は事務効率を阻害するため、内部の需要情報 【対応済】
を一元的に把握し、効率的に発注することが望ま
しい。また、同一の消耗品が複数の単価で納入さ
れる事例が見受けられたが、発注頻度の高い消耗
品については、年度ごとに最も低い金額を提示し
た業者と単価契約を締結し、経済的な発注手続を
行う必要がある。

【意見14－８】
(8)督促手数料の徴収の検討について 督促手数料導入は、複数の電算システム改修に伴 報告書132ページ

大分県では県税に係る督促状の発付に際して、 う多大な初期費用が必要となるとともに、毎年、約 （総務部）
督促手数料を徴収していないが、督促手数料の徴 ８万件を超える少額債権の管理にも相当な事務負担
収を検討することが望ましい。 が生じることから適当でないと考える。

なお、督促手数料の徴収について、本県では昭和
38年の条例改正で廃止している。現在、都道府県に
おいて徴収している団体はない。
また、督促関連コスト縮減は、啓発広報の強化に

よる納期内納付の推進や口座振替推進など納付手段
の多様化等により実現していくこととする。
【対応困難】

【意見14－９】
(9)税務事務に対する業務管理手法の導入について 効率的な事務執行のため職員自身によるスケジュ 報告書133ページ

税務の効率的な事務執行を図るためには、職員 ール管理が可能なシステムを構築し、平成26年７月 （総務部）
の業務内容や業務量の実態を集計するなどの方法 から一部の県税事務所で先行的に着手したうえで、
により現状把握と実態分析をすることが必要であ 同年10月からは全県税事務所で導入し試行的な運用
るが、現状の仕組みでは、県税事務所ごとの組織 を行っている。システムに組み込まれたスケジュー
単位、人員単位、個々の税務事務単位、一定の時 ル共有機能と業務時間の集計機能により、業務の「見
系列単位での業務内容や業務量は十分に把握され える化」と業務管理に必要な情報の集約が可能とな
ていない。業務の有効性や効率性の評価に資する った。
業務内容や業務量を一定の業務時間集計手法で把 今後、システムの運用により、職員の時間管理及
握し分析することで、将来に向けた事業の目標の び業務改善意識の醸成・定着を図るとともに、集約
立案や業務プロセスの改善等の政策立案に資する した業務時間等の分析・検証に基づき、業務の平準
ための基礎とするために、一定の業務管理手法を 化・効率化に取り組んでいく。
導入し運用することが望ましい。 【対応済】

第15．徴収管理 【結果15－１】
(1)滞納処分の執行停止の時期について 適切に滞納処分の執行停止を実施するため、各県 報告書145ページ
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所在不明滞納者の所在調査を実施したが、所在 税事務所が独自に定める滞納整理計画において、上 （総務部）
及び財産がともに不明であったにもかかわらず、 席者である課長や班総括によるヒアリングを適宜実
滞納処分の執行を停止していないものがあった。 施することとした(年２回以上)。また、県税事務所
なお、当該ケースでは、その後、約２年間何らの をサポートするために、税務課に税収確保対策担当
調査も行われておらず、２年後に再び調査を実施 を設置し、滞納整理計画の進捗状況の把握を行い、
し、滞納処分の執行の停止が行われていた。 適宜、指導及び助言を行っている。

【対応済】

【結果15－２】
(2)滞納処分の執行停止者の資力回復調査について 事務処理要領で定められている年に１回以上の資 報告書146ページ

滞納処分の執行停止者について、資力回復調査 力回復調査を適正に実施するため、滞納処分の執行 （総務部）
の事務所長決裁を受けず、滞納処分の執行停止が 停止者の一覧表を作成し、資力回復調査の進捗状況
継続されているものがあった。 について一元的な管理を行い、班総括等の上席者が

対象者の一覧表に基づき確認することで、調査漏れ
防止の対策を講じた。なお、調査漏れ防止の対策に
ついて、事務処理要領に定めた。
【対応済】

【結果15－３】
(3)滞納処分の執行停止者の資力回復調査の妥当性に 今後同様の事例が生じないよう、事務処理要領を 報告書146ページ
ついて 改正し、資力回復調査が滞りなく適正に行われたこ （総務部）
資力回復調査の結果、滞納処分の執行停止が継 とを確認するために、進捗状況のチェックを班総括

続されているが、追加調査等を指示すべきであっ 等上席者が対象者の一覧表に基づき行うこととし
たと考えられるものがあった。 た。

【対応済】

【結果15－４】
(4)滞納処分の執行停止者の資力回復調査の照会につ 事務処理要領を改正し、滞納処分の執行停止者の 報告書146ページ
いて 一覧表を作成し一元的に管理するとともに、一覧表 （総務部）
資力回復調査の一環として、関係官公庁へ照会 に欠損予定日を記載することにより調査対象者の捕

しているが、対象の中に１件、調査時点において 捉を徹底した。併せて、資力回復調査の進捗状況や
時効により既に税債権が消滅していた案件が含ま 消滅時効の管理について、班総括等の上席者が対象
れていた。 者の一覧表に基づき確認することを徹底した。

【対応済】

【意見15－１】
(1)起案書や帳票等の承認押印漏れについて 徴収管理に限らず、各種帳票について、一括で複 報告書147ページ

滞納処分を停止する場合や不納欠損処理する場 数の決裁を受ける場合に別途決裁伺書により承認を （総務部）
合など、起案書等において所長の承認を得たうえ 得ることがある。その場合は決裁伺書に対象件数を
で処理を行う必要がある。 明記するなど承認の範囲が明確になるようにし、併
所長の承認行為について、起案書や帳票等の所 せて書類の適切な編綴と保管を徹底するよう措置を

長決裁欄に押印がない状態で処理を行っているも 行った。
のが発見された。複数の帳票等を一括で承認する 【対応済】
場合、所長は１枚目の帳票等にしか押印しないこ
とがあるため、２枚目以降の帳票等に所長の押印



- 19 -

がないこともあるとのことである。しかし、その
場合、承認した範囲が明確でないため、形式的に
は、所長が未承認の状態で処理されていることに
なる。複数の帳票等を一括で承認する場合には、
一括承認の範囲を明確にしたうえで行うことが望
ましい。

【意見15－２】
(2)公印使用の承認押印漏れについて 同様の事案が生じないよう、公印使用承認の際の 報告書147ページ

公印を押印する場合には、公印使用の承認を得 押印確認の注意喚起を行い、併せて公印の保管場所 （総務部）
たうえで押印することが必要である。 の施錠装置の再確認等、公印の適切な管理を徹底す
公印使用の承認行為について、口頭で管理者の るよう措置を行った。

承認は得ていたものの、使用承認の確認印の押印 【対応済】
が漏れているものが発見された。公印は管理者が
保管・管理しているため、未承認の状態で公印が
使用されることはないとのことであるが、適切な
事務処理を経たうえで、公印を使用することが望
ましい。

【意見15－３】
(3)代理決裁の妥当性について これまでも代理決裁を行ったものについては必要 報告書147ページ

代理決裁とは、本来権限を持っている者が不在 に応じて別途決裁権者への報告等を行い承認を得て （総務部）
の場合等臨時的に、本来権限を持っている者の下 いるが、今後は、事案の緊急性や重要性等を考慮し
位の者が、本来権限を持っている者の権限を実行 て、決裁権者の帰庁を待つ等、より適切に対応して
することである。 いくこととした。
起案書を決裁する際に、本来権限を持っている 【対応済】

所長が不在であれば、緊急性がなくとも代理決裁
を行っているものが散見された。緊急性がない起
案書の決裁の場合には、安易に代理決裁するので
はなく、所長が決裁することが望ましい。

【意見15－４】
(4)滞納整理カードの棚卸及び廃棄について 滞納整理カードは、滞納者の個人情報が記載され 報告書147ページ

滞納整理カードは、個人情報が記載された重要 た重要な書類であるため、その取扱いに十分注意し、（総務部）
な書類であり、紛失等の危険性を再認識し、組織 紛失等の事故が起こらないよう管理している。
的に統一した管理・廃棄処分等が実施されるよう しかしながら、事務所ごとに取扱いに一部差異が
に、その要領について規程等を定めることが望ま あったことから、管理及び廃棄の取扱いを統一する
しい。 こととした。

具体的には、完結した滞納整理カードについては、
文書管理規程に基づき５年間保管のうえ廃棄するこ
ととし、滞納整理に支障をきたすことがないよう、
完結した滞納整理カードに記載されている必要な情
報は、未納の滞納整理カードに転写し管理するよう
事務処理要領を改正した。
【対応済】
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【意見15－５】
(5)滞納処分の執行停止・欠損処分について 滞納処分の執行停止を確実かつ効率的に実施する 報告書148ページ

明らかに徴収が見込めない税債権については、 ため、各県税事務所が独自に定める滞納整理計画に （総務部）
早期に滞納処分の執行を停止し、徴収が見込まれ おいて、上席者である課長や班総括によるヒアリン
る税債権に傾注して、経済的効率性を追求するこ グを適宜実施することとした(年２回以上)。また、
とが望ましい。 県税事務所をサポートするために、税務課に税収確

保対策担当を設置し、滞納整理計画の進捗状況を把
握し、適宜、指導及び助言を行っている。
【対応済】

第16．税務システム 【意見16－１】
(1)県税総合情報管理システム及び自動車税システム マイナンバー制度導入に伴うシステム改修に伴 報告書151ページ
の新システムへの移行について い、手書き入力票を中心としたデータ入力形態をす （総務部）
将来の新システムへの移行時に、事務処理の効 べて端末からのオンライン入力方式に改めるととも

率化を可能にするため、現時点においても、自動 に入力誤り等の判断を自動化するシステム仕様に変
化が可能な業務の有無を検討しておくことが望ま 更した。現在、システム改修作業中であり、平成28
れる。 年４月から新しい方式で稼働させる。

【対応済】

【意見16－２】
(2)産業廃棄物税等システムにおけるパスワードの管 税総合・自動車税システムと同様に、同一パスワ 報告書152ページ
理について ードの利用期間を最長１年とし、期限を経過した場 （総務部）
産業廃棄物税等システムについて、強制的にパ 合は強制的にパスワードを変更入力するようシステ

スワードを変更する機能はなく、セキュリティ研 ム改修を実施した。（平成26年２月24日措置済み。）
修等を通じて定期的な変更を指導するのみで、実 【対応済】
際の変更確認は実施されていない。システム上で
個人情報の入手が可能であり、機密性が高いため、
システム上で強制的にパスワードの変更を求める
機能を設定し、セキュリティを向上させることが
望まれる。

【意見16－３】
(3)常用データから削除して移管したデータの保管期 地方税法上、遡及して賦課等を行える期間が７年 報告書152ページ
限に関するルールの明確化について 間であることを考慮し、データの保管期間を７年と （総務部）
税務システムの常用データから削除して移管し し、期間を経過した情報については速やかに廃棄す

たデータの保管期限に関して、ルールを明確化し ることとした。
たうえで、保管期限を越えたデータを廃棄処分す 【対応済】
ることが望まれる。

（注）表中の「報告書」とは、平成26年３月31日付け大分県報（監査公表）に登載の監査委員公表第559号により公表された「平成25年度包括外部監査
結果報告書」である。

平成25年３月29日付けで公表した監査の結果に対する措置の状況
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（監査テーマ：大分県における資産・負債に係る財務事務の執行及び管理等について）

監査の結果 項目 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 備 考

福祉保健部 【監査意見】
大分県災害救助基金 当基金及び備蓄物資の管理は福祉保健部地域福祉 災害救助基金は災害救助法に基づいて積み立てら 報告書81ページ

推進室により行われているが、業務の効率化を図る れた基金であり、厚生労働省所管であったために福 （156ページ）

ため生活環境部防災危機管理課への業務の所管替え 祉保健部が所管してきた。
も検討されたい。 しかしながら国において平成25年度に同法の所管

を内閣府に移管したこと等も踏まえ、県としても業
務執行体制について引き続き検討する。
【検討中】

生活環境部 【監査意見】
大分県環境保全協力金 機械装置を購入する際に、本体価格（購入価額） 経常的な維持管理が必要な機械装置を購入する 報告書
基金 の比較によって購入先が選定されている。機械装置 際、購入先の決定に連動して維持管理の委託先が限 109～110ページ

購入後も当該購入先（系列会社含む）により保守点 定されることが見込まれ、かつ、財源に国庫補助金 （212～213ページ）

検費用（維持管理費）が不可避的・経常的に発生す （交付金）が含まれる場合には、保守点検費用に当
ることが見込まれる場合においては、購入価額のみ 該財源を充てることが認められているなど、財務上
ならず維持管理費も含めたトータルコストで業者比 の問題が回避できるときは、機械装置本体の購入費
較を行い、契約を結ぶのが望ましい。 に長期的な維持管理費を加えたトータルコストによ

る入札を行うこととした。併せて、「衛生環境研究
センターの機械装置等購入先選定に係る事務取扱要
領」を定め、平成26年９月から実施している。
【対応済】

福祉保健部 【指摘事項】
大分県立病院運営資金 病院事業会計の中に「三重病院運営資金貸付金」 県立病院との協議により、債権債務の確認書を交 報告書
貸付金、三重病院運営 という名称の三重病院に対する過去の施設整備に係 わし、その中で返済計画を作成することで合意し、 132～133ページ
資金貸付金 る貸付金が残っている。これはすでに閉鎖された三 返済金額、時期及び方法について検討している。 （258～259ページ）

重病院への債権であり、病院事業として一体管理す 【検討中】
るために病院局が承継し、そのまま残しているとい
う説明を受けた。しかし、いまだこれに関する返済
スケジュールは策定されていない。病院事業の事業
計画上も早急に策定される必要がある。

商工労働部 【監査意見】
大分県中小企業高度化 滞留債権については得られる回収額に対して事務 すべての滞留債権を対象に平成25年度に委託等の 報告書139ページ
資金貸付金 コストのほうが多いため、事務コストを抑えること 可能性について再検証を行った。 （271ページ）

ができる管理方法がないか検討されたい。 再検証の結果、委託可能である１件について、業
務コストの抑制や早期未収債権解消に資する債権調
査回収補助業務を債権回収会社（サービサー）に委
託した。
今後とも必要最小限のコストで保証人資力調査等

を行うなど、できるだけ効率的な管理に努めていく。
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【対応済】

農林水産部 【監査意見】
大分県就農支援資金貸 農業法人への就職等が増え当該貸付制度を必ずし 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関す 報告書
付金 も必要としない就農形態が増えてきたこと、また、 る特別措置法施行令（平成７年２月15日政令第21号）144～145ページ

実際に貸付実績が伸びない中でも新規就農者は増加 が、平成26年４月１日に廃止されたことから、就農 （281～283ページ）

傾向にあることを考慮し、当該貸付制度の在り方に 支援資金貸付金の新たな貸付けは行わない。
ついて検討する必要がある。 【対応済】

（注）表中の「報告書」とは、平成25年３月29日付け大分県報（監査公表）に登載の監査委員公表第544号により公表された「平成24年度包括外部監査
結果報告書」である。（備考欄括弧書きのページ数は当ホームページ中の平成24年度「包括外部監査結果」掲載の同報告書ページ数）

平成24年３月30日付けで公表した監査の結果に対する措置の状況

（監査テーマ：大分県における補助金等について）

監査対象補助金名 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 備 考

商工労働部 【監査意見】（大分商工会議所）
小規模事業経営支援事 (1)（経営指導員の配置について） 経営指導員18名全員による「経営指導会議」の活 報告書62ページ
業費補助金 本所のほか市内６箇所に経営相談センターを設 性化には引き続き取り組んでおり、経営支援事例の （117～118ページ）

置しており、会計は統合されているものの、それ 検証を行うなど、経営指導員間での活発なディスカ
ぞれに経営指導員を配置している。経営支援とい ッションを通して、経営支援・指導能力の向上に努
う専門性が要求される業務については多くの事例 めている。
の比較検討、指導員の間でのディスカッションな 経営指導員の本所への集約配置については、職員
どによってその能力が高められることから、各支 による「支所及び経営相談センター統廃合ワーキン
所に所属する経営指導員を本所１箇所の所属とし ググループ(ＷＧ)会議」を平成26年１月に設置し、
て、お互い切磋琢磨することによってその能力を これまでに、７回の検討を重ねてきた。
より高めていく必要がある。 同会議において、今後の組織のあり方や指導体制

について検討し、各支所ごとの現状を把握するとと
もに、経営改善普及事業をはじめ地域振興事業、会
員サービス事業、青年部・女性部事業、共済事業な
ど、統廃合に伴い解決が必要となる課題を抽出し、
課題ごとの解決策等についても協議を行ってきた。
今後は、これらの協議を踏まえ中期計画を策定し、

これに基づき経営指導員の適正配置について協議を
進めていくこととする。
【検討中】

農林水産部 【監査意見】
農業振興運動推進事業 (1)（組織体制について） 水田農業班は、平成24年度末をもって廃止した。 報告書105ページ
費補助金 振興協議会は、旧農業振興対策協議会の活動を 【対応済】 （203ページ）

引き継いだ農業振興班、旧園芸振興協議会の活動 農業振興班は、平成26年度末をもって廃止する方
を引き継いだ園芸振興班、水田農業改革推進協議 向で検討している。
会の事業を行う水田農業班の３班に分かれてい 【検討中】
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る。 園芸振興班は、振興協議会とは独立した組織とし
この３班の事業のうち水田農業班の事業につい て新たにＪＡ全農県本部内に事務局を設置する方向
ては、従来から水田農業改革推進協議会（平成23 で検討している。
年６月より農業再生協議会に改称）の事業として 【検討中】
行われているため、振興協議会の総会資料を見て 県費の支出方法については、平成25年度から、農
も報告事項としてあげられているだけで、水田農 業振興班における農業賞関係の負担金を除き、使途
業班の歳入・歳出予算案等が採決されることはな を限定した補助金としている。
い。 【対応済】
このように水田事業が別の協議会の事業として
扱われていることを考えると、農業者の経済的、
社会的地位の向上を目指す団体としては、組織と
して過渡期にあると言える。
そもそも振興協議会の事業目的として、ア農業
・農村に関すること、イ園芸の振興に関すること、
ウ水田農業の構造改革に関すること、と定めてい
るが、県としては振興協議会の事業を吟味し、も
う少し事業目的を絞った上でそれに合うような組
織体制に誘導する必要があるのではないだろう
か。
例えば、振興協議会の事業のうち、農業賞の表
彰事業が農業者の生産意欲を喚起し、モチベーシ
ョンを維持していく上で必要な施策と考えるなら
ば、これまでよりも充実した表彰制度を整え、よ
り多くの生産者のやる気を高めることを事業の目
的とし、それに応じた組織にしていくなどが考え
られる。
また同様の趣旨からすれば、県費の支出方法に
ついても、負担金というかたちではなく使途を定
めた補助金として支出して実績報告を求めるべき
と考えられる。

【監査意見】
(2)（事務コストについて） 水田農業班は、平成24年度末をもって廃止した。 報告書105ページ

事務局についても振興協議会の事務局とは別に 【対応済】 （203～204ページ）

各班が各々別個に設置している。各班が別々に事 農業振興班は、平成26年度末をもって廃止する方
業を実施していることによると思われるが、組織 向で検討している。
としてのまとまり感にも欠けるし、個々に事務局 【検討中】
があることにより事務コストもかかるのではない 園芸振興班は、振興協議会とは独立した組織とし
だろうか。 て新たにＪＡ全農県本部内に事務局を設置する方向
園芸振興班の事務局との関係も含めて組織の在 で検討している。
り方を検討する余地がある。 【検討中】

農林水産部 【監査意見】
水田農業構造改革対策 (1)（再生協議会の組織等について） 国の指導の下、再生協議会の設置に当たって、担 報告書120ページ
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推進事業費補助金 再生協議会は農業者戸別所得補償制度の円滑な い手育成総合支援協議会と耕作放棄地対策協議会を （233～235ページ）

実施に当たることを目的として設置されたもの 構成員として加え、関係部署が連携して円滑な事業
の、従来から存在した水田協議会、担い手育成総 実施に努めている。また、それぞれの協議会の目的
合支援協議会、耕作放棄地対策協議会を整理、統 に沿った活動ができるように、県、団体の関係部署
合し効率化を図る目的もあったと思われる。 に事務局を設置し、関係する組織が密接に関与して
しかし、現状は今でも３つの協議会が従前から 各協議会の目的とする事業を効率的に実施してい
の事業を各々別個に実施しており、事務局もそれ る。
ぞれ別個に設置されている。統合するに当たり現 協議会活動の内容は、協議会が直接事業実施する
場の混乱を防ぐ意味もあると思われるものの、事 ものや地域協議会へ助成金を交付するものなど事業
務作業の効率化やコスト面を考えれば、ゆくゆく 内容や交付金の流れも異なり、協議会を統合し事務
は事務局を一本化することも必要と考える。 局を一本化することで事業の簡素化にはつながらな
また、今後の再生協議会の主要事業が農業者戸 い。また各協議会の構成員や業務が異なり、それぞ
別所得補償制度事業にシフトすることを考える れの協議会の業務に精通した人員の再配置、若しく
と、担い手育成総合支援協議会や耕作放棄地対策 は新たな人員の確保や事務局の設置が必要となるな
協議会と連携することが今まで以上に必要になる ど、事務局の一本化が必ずしもコスト削減にはつな
と考えられるため、農業者戸別所得補償制度事業 がらないと判断している。
を円滑に遂行する面からも事務局を一本化するこ 経営所得安定対策は平成26年度に見直されたが、
とが望ましいと考える。 本対策の県及び地域段階の推進母体となる再生協議

会の在り方についての見直しは行われなかった。た
だし、担い手育成総合支援協議会が担っている収入
減少影響緩和対策を収入保険とする案が検討される
ことや、平成30年度を目途に米政策の見直しが行わ
れることから、国の動向を踏まえて必要な見直しを
行う。
【検討中】

教育庁 【監査意見】
大分県文化関係団体補 (1)（事務局の独立性について） 大分県ユネスコ協会連盟の事務局の受け皿につい 報告書144ページ
助金 県の説明としては事務局を移すことも検討して て、平成25年度にプロジェクトチ－ムをつくり事務 （282ページ）

いるが、任せるほどの主体がなかなか現れていな 局移管などについて４度の検討を行なったが、事務
いことと、事務局職員の人件費が賄えるほどには 局独立には至っていない。
収入がなく、また会費受入れの便宜上受け皿が必 平成27年２月には、プロジェクトチームによる５
要だったこともあって現在の体制となっていると 度目の検討を行い、事務局移管などについて、協議
のことである。 を実施予定である。
資料を閲覧し、担当者にヒアリングしたところ、【検討中】
権利能力なき社団の要件は満たしているが、県か
らの実質的独立性という点では連盟の事務局ポス
トが局長、次長ともに県職員であり、事務作業に
ついても県職員が行っていることから問題がない
とはいえない。
九州の他県の状況は鹿児島県及び沖縄県が、大
分県と同じく県庁内に事務局を置いているが、事
務作業は両県ともに団体職員が担っているという
ことであり、福岡県、佐賀県、長崎県については
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民間の各団体が独自に活動しているとのことであ
る。
各県によって活動状況等は異なるが、大分県の
場合も将来的には事務局を県より独立させるよう
に努力すべきである。

（注）表中の「報告書」とは、平成24年３月30日付け大分県報（監査公表）に登載の監査委員公表第527号により公表された「平成23年度包括外部監査
結果報告書」である。（備考欄括弧書きのページ数は当ホームページ中の平成23年度「包括外部監査結果」掲載の同報告書ページ数）

平成23年３月31日付けで公表した監査の結果に対する措置の状況

（監査テーマ：大分県における外郭団体の事業運営とこれに対するモニタリング及び統制）

監査対象団体名 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 備 考

土木建築部 【監査意見】
大分県住宅供給公社 住宅供給事業は既に役割を終えており、このま 住宅供給公社では、平成25年２月に作成した中期 報告書120ページ

までは向陽台を完売するまでに10年程度は必要と 経営計画(期間：H25～H29年度)において、平成28年 （235ページ）

考えられる。 度までに分譲事業を終了し、分譲事業撤退後は、公
向陽台の販売のために分譲事業を継続すること 営住宅等の受託事業や賃貸住宅等の管理事業を中心
は不合理であり、判田台の完売にめどがついた時 に効率的な経営に努め、住民の生活の安定と社会福
点で分譲事業から撤退し、残った分譲資産は県が 祉の増進に寄与していくことを基本方針としている。
継承して販売代理等の形でやることが望ましいと 分譲事業では、理事長を会長に販売促進部会を設
いえる。 置し、住宅メーカーの活用や地元企業等への営業活
分譲事業撤退後は公社という形態を残すか、別 動など、公社を挙げて様々な販売策に手を尽くした
途法人形態でやるかを検討して、県営住宅管理事 結果、判田台を完売し、向陽台についても、262区画
業及び賃貸管理事業に集中して借入金の返済を進 中221区画（84％）を販売し、監査意見の半分程度の
めていくべきと考える。 期間で分譲事業を終了する予定である。

以上の経緯等から、分譲事業を終了するまでは、
公社で事業を継続することが効率的かつ合理的であ
るため、分譲資産を県が引き継ぐことは考えていな
い。
【対応困難】

（注）表中の「報告書」とは、平成23年３月31日付け大分県報（監査公表）に登載の監査委員公表第511号により公表された「平成22年度包括外部監査
結果報告書」である。（備考欄括弧書きのページ数は当ホームページ中の平成22年度「包括外部監査結果」掲載の同報告書ページ数）


